
■組合員番号の確認について 
令和７年 12 月２日から健康保険証の利用ができなくなります。 

当支部健診（人間ドック）事業では、申込の際に組合員番号が必要となるため、以下のいずれかの方法で必ず組合員番

号が確認できるようお願いします。 

＜組合員番号の確認方法＞ 

①マイナポータル画面 

マイナポータル画面にログインし、「健康保険証」をクリック。下にスクロールし「番号」を確認。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②資格確認書                   ③資格情報のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※健康保険証は、R7.12.2 以降は使用できませんが、組合員番号は、公立学校共済組合の事業申込や照会に必要となる

ため、変更がない場合、お手元に保管するなどしていただくと便利です。 

 

 

 

 

クリック 

この番号（10 桁）が

組合員番号です。 
下へスクロール 

 

公印

〇年 〇月 〇日

〇年 〇月 〇日

公立 太郎

公立 花子
       

1230123456

令和〇年 〇月 〇日

 

公立 太郎

       

1230123456

〇年 〇月 〇日

令和〇年 〇月 〇日

 

この番号（10 桁）が

組合員番号です。 

この番号（10 桁）が

組合員番号です。 


